
福井市障がい者自立支援協議会の運営や体制に関する事項 

１．福井市障がい者自立支援協議会の現体制 

（任期：令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福井市障がい福祉課が設置・主催する主な会議体】 

福井地域における精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築推進協議会 

  福井市障がい者虐待防止ネットワーク運営委員会 

  福井市医療的ケア児者推進協議会 

  福井市発達障がい児者専門支援者検討会 

  福井市児童発達管理責任者ミーティング 

  福井市地域生活支援拠点登録事業所ミーティング 

福井市地域生活支援拠点事業におけるワーキンググループ 

 

２．現体制における課題や検討事項について（これまでの協議や意見を踏まえて） 

・地域移行・地域定着部会と居宅生活支援部会との役割、相談支援事業者連絡会と相談ミ

ーティングとの役割について、課題や取組内容などから整理していく必要がある。 

・部会それぞれに取り組む中で協議する時間が全体的に足りず、課題整理や協議のあり方

の見直しなどを要する。 

・当事者について、当事者 1名・・家族 2名が居宅生活支援部会に参加しているのみである。 

・人材育成に関して協議する場がない。 

・全体的に報償費がない、または少ない。 

・本協議会以外の会議体との整理が必要となっている。 

相談ミーティング[月 1回開催] 

（基幹、地区、発達、主任相談） 

内容：個別課題の整理、地域課題の抽出・管理 等 

全体会[年 2回開催] 
（委員 15名） 

内容：運営会議・専門部会等の活動報告 等 

運営会議[年 4回開催] 
（委員 6名） 

内容：部会等からの課題の整理、各部会間の調整 等 
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※居宅生活支援部会のみ当事者（家族含む）参加 

資料１ 



３．今後の検討スケジュールについて 

年度 時期 協議の場 内容 

R6 ３月 第２回全体会 今後の検討の流れ及び運営会議主体の協議の承諾 

R7 

４月 メール 運営会議委員から意見収集（必要に応じてワーキング） 

５月 第１回運営会議 体制に係る事務局たたき台の提示⇒事務局素案の作成 

６月 第１回全体会 体制に係る事務局素案の提示 

７月 メール 全体会委員から意見収集（必要に応じてワーキング） 

８月 第２回運営会議 体制に係る事務局案の提示、体制に付随する事項の協議 

９月 第３回運営会議 予算上の措置が必要な事項の協議 

１０月 メール 運営会議委員から意見収集（必要に応じてワーキング） 

１１月 第４回運営会議 要綱等の修正、委員推薦依頼先等の提示 

１２月 メール 運営会議委員から意見収集（必要に応じてワーキング） 

１月 第５回運営会議 新体制に関する事務局最終案の確認 

２月 第２回全体会 新体制に関する事務局最終案の承認 

３月   

令和８年度～ 新体制スタート 

 


